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講習会・現地指導の実施における新型コロナウイルス感染症対策について 

 

令和 5 年 5 月 8 日から新型コロナウイルス感染症の位置づけは、「5 類感染症」になり、個人の

選択を尊重し、国民の自主的な取組をベースとした対応に変わりました。 

マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策については、個人や事業者の判断に委ねること

を基本としつつ、その判断に資するよう、行政は情報提供を行ないます。感染対策の実施に当た

っては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、

改めて感染対策の検討を求められることとなりました。 

したがって、産地関係者を対象とした講習会・現地指導については、実施地域の対応に従い、

新型コロナウイルス感染症対策を実施させていただきます。 

どうぞ、ご理解ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 

 

講習会・現地指導の実施における 

新型コロナウイルス感染症対策 

１．手洗いと手指消毒を徹底する。 

２．体調不良者、発熱者は参加を取りやめる。  

３．マスク着用は状況に応じて判断する。 

４．人と人の密接な状態は避ける。 

５．会話をする際は、 

相手に飛沫が付着しないように注意する。 

 

６．「咳エチケット」を守る。 

（咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ 

・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる。） 

以上 

 


